












愛知県では神経芽細胞腫の検査(以下検査と略す。)を,県下 25保健所で Dip 法により行い,

尿量,尿濃度が不足しているもの等を再提出,バニルマンデル酸(以下 VMAと略す。)量が 10

μg/ml 以上を再検査。 

再検査で VMA 量が 10μg/ml 以上のものを再々検査としている。 

昭和 59 年 10 月からは,再々検査を衛生研究所で液体クロマトグラフを用いて,VMA 量 20μ

g/mg・クレアチニン以上,又はホモバニリン酸(以下 HVA と略す。)量 35μg/mg・クレアチ

ニン以上を陽性として,保健所において精密医療機関を紹介している。 


